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令和6年度

当初予算の概要 � 総額  約��467 �億円　

　令和6年度の一般会計、特別会計、水道事業会計及び下
水道事業会計を合わせた当初予算総額は466億7,656万6
千円で、対前年度比5.5％の増加となっています。
　新型コロナウイルス感染症が５類に位置づけられた後
も、急速に進んだ円安等による物価の上昇、少子高齢化
による扶助費の増加等が続いているため、引き続き厳し
い財政状況になると見込まれます。

　このような状況下においても、施設の老朽化対策や安
全安心なまちづくりの推進、地域の活性化、人口減少問
題への歯止めとしての子育て支援策等様々な行政課題に
も取り組み、持続可能な財政運営を行ってまいります。
問合先　財政課☎︎（275）6084

主
な
事
業
の
予
算
額

・数値を変更
オブジェクト→グラフ→データで割合を一番上の行に入力。
・色を変更
ツールバーのダイレクト選択ツール→変えたい場所をクリックしてカ
ラー編集

・新規グラフ
ツールバーの「…」→円グラフツール→ドラッグしてグラフを作成→セ
ルの一番上の行に入力していく

歳入 歳出

一般会計　270億4,105万円（+5.8％）
前年度比

総務費
庁舎管理 2億2,218万円
情報化の推進 1億5,649万1千円
地域振興 4,011万1千円

民生費

保育所 25億8,200万8千円
障害者福祉 22億9,735万3千円
生活保護 19億5,790万円
児童福祉 13億3,242万3千円
後期高齢者医療 10億5,101万9千円
介護保険 8億4,008万8千円
国民健康保険 6億3,773万3千円

消防費 消防 7億1,972万6千円

衛生費

ごみ・し尿処理、資源化促進等 7億3,938万7千円
保健事業 3億6,372万6千円
各種予防接種 2億6,274万2千円
ふれあい健康増進センター 1億8,300万円

土木費

下水道 8億9,500万円
街路整備 6億5,836万円
公園整備 4億2,050万2千円
連続立体交差 2億5,222万5千円

教育費

学校給食 3億7,313万1千円
市民文化会館 3億3,687万1千円
学童保育 2億5,860万9千円
学校環境の整備 1億7,079万4千円

市税市税
100億3,311万円100億3,311万円
（37.1％）（37.1％）

国庫支出金国庫支出金
53億9,635万9千円53億9,635万9千円
（20.0％）（20.0％）

市債市債
14億6,630万円14億6,630万円
（5.4％）（5.4％）

府支出金府支出金
30億2,124万3千円30億2,124万3千円
（11.2％）（11.2％）

地方消費税交付金地方消費税交付金
12億3,200万円12億3,200万円
（4.6％）（4.6％）

繰入金繰入金
12億4,867万2千円12億4,867万2千円
（4.6％）（4.6％）

地方交付税地方交付税
26億200万円26億200万円
（9.6％）（9.6％）

その他その他
15億807万2千円15億807万2千円
（5.5％）（5.5％）

財産収入財産収入
5億3,329万4千円5億3,329万4千円
（2.0％）（2.0％）

・数値を変更
オブジェクト→グラフ→データで割合を一番上の行に入力。
・色を変更
ツールバーのダイレクト選択ツール→変えたい場所をクリックしてカ
ラー編集

・新規グラフ
ツールバーの「…」→円グラフツール→ドラッグしてグラフを作成→セ
ルの一番上の行に入力していく

歳入 歳出

特別会計　130億3,692万2千円（△0.4％）
特別会計内訳
国民健康保険……65億4,341万7千円　介護保険……………53億9,849万5千円
墓地事業…………741万8千円　　　　後期高齢者医療保険…10億8,759万2千円

水道事業会計　21億7,049万7千円（+51.8％）

下水道事業会計　44億2,809万7千円（+6.3％）

民生費民生費
122億4,837万6千円122億4,837万6千円
（45.3％）（45.3％）

公債費公債費
29億2,073万6千円29億2,073万6千円
（10.8％）（10.8％）

土木費土木費
38億742万3千円38億742万3千円
（14.1％）（14.1％）

衛生費衛生費
21億9,677万7千円21億9,677万7千円
（8.1％）（8.1％）

教育費教育費
25億7,567万2千円25億7,567万2千円
（9.5％）（9.5％）

総務費総務費
19億7,750万4千円19億7,750万4千円
（7.3％）（7.3％）

消防費消防費
8億7,656万6千円8億7,656万6千円
（3.2％）（3.2％）

議会費議会費
2億2,829万6千円2億2,829万6千円
（0.9％）（0.9％） その他その他

2億970万円2億970万円
（0.8％）（0.8％）

前 年 度 比 前 年 度 比

前 年 度 比
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後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
国
民
年
金
保
険
料
の
退
職
（
失
業
）

に
よ
る
特
例
免
除

　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
が
会
社
を
退
職（
失
業
）さ
れ
た
と
き

は
、
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者
へ
変

更
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
退
職（
失
業
）に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
、
本

人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
を
免
除
さ
れ

る
特
例
免
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
対
象
は
退
職（
失
業
）さ
れ
た
方
で
、
審

査
の
対
象
と
な
る
本
人
所
得
を
除
外
し
て

審
査
を
行
い
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ

れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
配
偶
者
・
世
帯
主

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
免

除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

必
要
書
類
等

①�

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
わ

か
る
も
の（
通
知
書
等
）

②�

失
業
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
公
的
機

関
の
証
明
の
写
し（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

等
）

申
請
・
問
合
先　
「
国
民
年
金
保
険
料
免

除
・
納
付
猶
予
申
請
書
」
を
健
幸
増
進
課

☎（
275
）６
２
４
１
ま
た
は
堺
西
年
金
事
務

所
☎（
243
）７
９
０
０
へ
提
出

国
民
年
金
保
険
料
の
改
正

　
令
和
6
年
４
月
分
〜
令
和
7
年
３
月
分

の
国
民
年
金
保
険
料
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

▼
新
し
い
保
険
料
（
月
額
）

・
保
険
料
：
１
万
6
9
8
0
円

・
4
分
の
１
免
除
：（
１
万
2
7
4
0
円

　
納
付
）

・
半
額
免
除
：（
8
4
9
0
円
納
付
）

・
4
分
の
３
免
除
：（
4
2
5
0
円
納
付
）

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎
（
275
）
６
２
４

１
ま
た
は
堺
西
年
金
事
務
所
☎
（
243
）
７

９
０
０

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

　令和6年能登半島地震で被害を受け、高石市へ避難されている方に支援を行っています。
支援内容を一部紹介しますのでご利用ください。

　問合先　危機管理課☎（275）6247

国民健康保険料の減免

国民健康保険一部負担金
の減免

後期高齢者医療保険料の
減免

後期高齢者医療一部負担金
の減免

図書の貸し出し

健康
医療

健康
医療

その他

※他の支援内容は市ホームページに掲載していますのでご確認ください▶

市独自 支援項目支援分野 市独自 支援項目支援分野

教育

令和6年能登半島地震により高石市へ避難されている方へ

被災児童の保育受入れ

被災児童生徒への心のケア、
教育相談［市立学校］

被災児童の学童保育受入
（あおぞら児童会）

被災児童のための
就学援助費

生活保護の申請相談

上下水道料金の減免等

就労支援

市営住宅の提供

住まい
生活
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令
和
6
年
度　

    　
　
　
　
　
　
　

国
民
健
康
保
険
料
の
改
定

　
保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
か
か
る
所

得
割
、
世
帯
員
数
に
応
じ
て
か
か
る
均
等

割
、
加
入
者
の
世
帯
に
平
等
に
か
か
る
平

等
割
の
３
つ
を
医
療
給
付
費
分
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金
分
の
そ
れ

ぞ
れ
で
計
算
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
総
合

計
し
て
各
世
帯
ご
と
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課

�　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
6
3
7
4

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
判
定

　
軽
減
判
定
所
得
が
基
準
以
下
の
場
合
、

保
険
料
の
均
等
割
と
平
等
割
が
次
の
と
お

り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
１
：
給
与
所
得
者
等
は
次
の
い
ず
れ
か

　
の
条
件
を
満
た
す
方
①
給
与
等
の
収
入

　
が
55
万
円
を
超
え
る
、
②
65
歳
未
満
か

　
つ
公
的
年
金
等
収
入
が
60
万
円
を
超
え

　
る
、
③
65
歳
以
上
か
つ
公
的
年
金
等
収

　
入
が
１
２
５
万
円
を
超
え
る

※
２
：
基
礎
控
除
額
等
は
、
税
法
改
正
等

　
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
３
：
軽
減
判
定
す
る
と
き
の
総
所
得
金

　
額
等
に
は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得

　
の
特
別
控
除
に
係
る
部
分
の
税
法
上
の

　
規
定
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
４
：
年
金
収
入
に
つ
き
公
的
年
金
等
控

　
除
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て

　
は
、
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
金
額
か

　
ら
15
万
円
を
控
除
し
て
軽
減
判
定
を
行

　
い
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

新
し
く
国
保
に
加
入
す
る
方
へ

　
新
し
く
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
の
保
険
料
の
計
算
は
、資
格
取
得
日（
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
、
健
康
保

険
の
扶
養
家
族
か
ら
外
れ
た
日
、
転
入
日

な
ど
）
か
ら
で
す
。
こ
の
日
か
ら
14
日
以

内
に
資
格
喪
失
証
明
書
・
離
職
票
等
を
持

参
の
う
え
、
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。
遅
れ

る
と
資
格
取
得
日
ま
で
最
高
２
年
間
さ
か

の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
理
由
無
く
遅
れ
た
場
合
、

そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
健
康
診
査
・
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助

成
・
歯
科
健
診

▼
健
康
診
査

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
に
対
し
て
、
４
月
下
旬
〜
5
月
上
旬

に
か
け
て
健
康
診
査
受
診
券
を
送
付
し
ま

す
。
（
令
和
6
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
方

に
は
、
誕
生
月
の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。）

　
受
診
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

ま
で
に
指
定
医
療
機
関
等
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。（
年
度
中
に
１
回
）

　
受
診
の
際
は
、
事
前
に
医
療
機
関
等
へ

お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
受
診
券
と
被
保

険
者
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
長
期
入
院
中
や
施
設
入
所
中

の
方
は
、
病
院
・
施
設
で
健
康
管
理
が
図

ら
れ
て
い
る
た
め
、
健
康
診
査
の
対
象
か

ら
除
い
て
い
ま
す
。
な
お
、
退
院
・
退
所

等
で
状
況
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
は
受
診

券
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
に
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、

所得の判定区分
同一世帯内の被保険者と世帯主（被保険者
でない方も含む）の総所得金額等の合計額

軽減割合

【基礎控除額（43万円）+10万円×（給与所
得者等（※1）の数−１）】を超えないとき 7割

【基礎控除額（43万円）+29万5千円×（被保
険者数）+10万円×（給与所得者等（※1）の
数−１）】を超えないとき

5割

【基礎控除額（43万円）+54万5千円×（被保
険者数）+10万円×（給与所得者等（※1）の
数−１）】を超えないとき

2割

令和6年度　改定後の国民健康保険料

所得割

均等割

平等割
最高
限度額

9.56％

35,040 円

34,803 円

650,000 円 220,000 円 170,000 円

19,389 円11,167 円

11,091 円 ー

3.12％ 2.64％

医療
給付
費分

後期
高齢者
支援金分

介護
納付
金分

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
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健
幸
増
進
課
へ
必
要
書
類
を
持
参
し
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
助
成
を
受
け

ら
れ
る
回
数
は
年
度
中
１
回
、
２
万
６
０

０
０
円
を
上
限
と
し
て
い
ま
す
。

必
要
書
類　
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
、
検

査
結
果
通
知
書
等
の
写
し
、
被
保
険
者
証
、

口
座
情
報
が
わ
か
る
も
の
、
印
鑑
（
被
保

険
者
本
人
の
口
座
へ
振
込
と
す
る
場
合
は

不
要
）

▼
歯
科
健
診

　
広
域
連
合
が
指
定
す
る
歯
科
医
院
等
で

無
料
で
受
診
で
き
る
の
で
、
積
極
的
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。（
年
度
中
に
１
回
）

　
対
象
者
に
は
４
月
下
旬
頃
に
歯
科
医
院

リ
ス
ト
を
送
付
し
ま
す
。
健
診
を
受
診
さ

れ
る
場
合
は
、
リ
ス
ト
記
載
の
医
院
に
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
被
保
険
者
証

を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、

歯
科
健
診
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
6
ヶ
月
以
上
継

　
続
し
て
入
院
中
の
方

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保

　
健
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
障
が
い

　
者
支
援
施
設
な
ど
の
施
設
に
入
所
ま
た

　
は
入
居
し
て
い
る
方

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）６
３
９
２

ま
た
は
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給

付
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

令
和
6
年
度
の　
　
　
　
　
　
　
　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

▼
大
阪
府
令
和
6
年
度
の
保
険
料
率

　
年
間
保
険
料
（
限
度
額
80
万
円
）=

被

保
険
者
均
等
割
額
（
被
保
険
者
1
人
あ
た

り
５
万
7
1
7
2
円
）
＋
所
得
割
額
（
被

保
険
者
の
所
得
×
所
得
割
率
11
・
75
％
）

※
生
年
月
日
が
昭
和
24
年
3
月
31
日
以
前

　
ま
た
は
障
害
認
定
に
よ
り
資
格
取
得
し

　
た
加
入
者
の
年
間
保
険
料
限
度
額
は
73�

　
万
円
と
な
り
ま
す
。

※
令
和
5
年
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

　
額
等
が
58
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
割

　
率
10.

94
％
と
な
り
ま
す
。

▼
保
険
料
の
軽
減

�　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の

被
保
険
者
均
等
割
額
（
年
額
５
万
７
１
７

２
円
）
が
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
１
：
給
与
所
得
者
等
は
次
の
い
ず
れ
か

　
の
条
件
を
満
た
す
方
①
給
与
等
の
収
入

　
が
55
万
円
を
超
え
る
、
②
65
歳
未
満
か

　
つ
公
的
年
金
等
収
入
が
60
万
円
を
超
え

　
る
、
③
65
歳
以
上
か
つ
公
的
年
金
等
収

　
入
が
１
２
５
万
円
を
超
え
る

※
２
：
基
礎
控
除
額
等
は
、
税
法
改
正
等

　
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
３
：
軽
減
判
定
す
る
と
き
の
総
所
得
金

　
額
等
に
は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得

　
の
特
別
控
除
に
係
る
部
分
の
税
法
上
の

　
規
定
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
４
：
年
金
収
入
に
つ
き
公
的
年
金
等
控

　
除
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て

　
は
、
当
面
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
金

　
額
か
ら
15
万
円
を
控
除
し
て
軽
減
判
定

　
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
軽
減
対
象
と
な
る
方
の
判
定
は
、

所
得
情
報
に
基
づ
い
て
行
う
の
で
、
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
所
得

情
報
が
な
い
場
合
は
後
期
高
齢
者
医
療
担

当
窓
口
へ
の
簡
易
申
告
等
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保
険

や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
は
、
当
面
の
間
、
所
得
割
額
は

課
さ
れ
ず
、
資
格
取
得
後
２
年
間
は
５
割
、

ま
た
は
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
7
割
の
均

等
割
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組
合

　
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は
対
象
と
な
り

　
ま
せ
ん
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎(

275)

６
３
９
２

ま
た
は
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
資

格
管
理
課
☎
０
６(

４
７
９
０)

２
０
２
８

所得の判定区分
同一世帯内の被保険者と世帯主（被保険
者でない方も含む）の総所得等の合計額

軽減割合
令和6年度の
軽減後の均等
割額（年額）

【基礎控除額（43万円）+10万円×（給与所
得者等（※1）の数−１）】を超えないとき 7割 17,151円

【基礎控除額（43万円）+29万5千円×（被保
険者数）+10万円×（給与所得者等（※1）の
数−１）】を超えないとき

5割 28,586円

【基礎控除額（43万円）+54万5千円×（被保
険者数）+10万円×（給与所得者等（※1）の
数−１）】を超えないとき

2割 45,737円
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後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
市
税
の
納
付
は
必
ず
納
期
内
に

　
市
税
は
市
の
財
政
運
営
に
お
い
て
大
切

な
財
源
で
す
。
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

等
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
令
和
6
年
度
の
市
税
の
納
期
は
次
の

表
の
と
お
り
で
す
。

　
※
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
並
び
に

　
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
に
つ
い
て

　
は
、
5
月
上
旬
、
市
・
府
民
税
の
納
税

　
通
知
書
は
６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
０
９
４

路
線
価
を
公
開
し
て
い
ま
す

　
税
務
課
で
は
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
固
定

資
産
税
の
評
価
に
対
す
る
ご
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
、
評
価
の
基
礎
に
な
る

路
線
価
を
公
開
し
て
お
り
、
税
務
課
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

※
路
線
価
…
街
路
に
沿
接
す
る
標
準
的
な

　
画
地
の
１
㎡
あ
た
り
の
価
格

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

地
価
公
示
価
格
の
閲
覧

　
令
和
6
年
の
地
価
公
示
価
格
が
国
土
交

通
省
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
価
公
示
価
格
と
は
、
国
土
交
通
省
が

全
国
の
標
準
的
な
土
地
を
選
ん
で
、
そ
の

適
正
な
価
格
を
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
、
税
務
課
・
市
役
所
２
階
行
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
・
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

令和6年度　市税の納期限
対象税目 期別 納期限

固定資産税
都市計画税

全期前納 令和6年5月31日
第1期分 令和6年5月31日
第2期分 令和6年7月31日
第３期分 令和6年12月20日
第４期分 令和7年2月28日

市・府民税
（普通徴収）

全期前納 令和6年7月1日
第1期分 令和6年7月1日
第2期分 令和6年9月2日
第３期分 令和6年10月31日
第４期分 令和7年1月31日

軽自動車税 全 期 令和6年5月31日

泉大津市・高石市・忠岡町の
気になる情報をお届けします！

正木美術館
　春季展覧会「生きとし生ける
もの―水墨世界の動物たち―」
では、前期・後期あわせて 40
～ 50点を展示します。
開館日　（前期）4 月 6 日～ 5
月 12 日、（後期）5 月 16 日～
7月 7日
休館日　月曜日 （祝日の場合は
開館し、翌火曜日が休館）
開館時間　10 時～ 16 時 30 分
※最終入館は 16時
入館料　一般 700 円、高校・
大 学 生 500 円、小・中 学 生
300円
問合先　正木美術館（忠岡町忠岡
中 2-9-26）☎0725（21）6000

高石工場＆夜景撮影ツアー
　印刷工場内で、ふだん目にする
ことのない場面を写真家と一緒に
撮影しませんか。ツアー後半では
工場夜景スポットにもご案内！
日時　5月11日(土）
　　　午後5時30分～9時10分
場所   高石市高砂地区等
対象　高校生以上
定員　20人（応募多数の場合抽選）
料金   4,400円
申込 4月18日までに
郵便番号、住所、氏名、
年齢、性別、携帯電話
番号などを入力してweb申込▲
問合先　高石商工会議所
　　　　☎（264）1888

ふれあいバス
土曜日も運行します

　平日のみ運行していた「ふれあ
いバス」が、4月から土曜日も運
行します。
対象　60歳以上の
人、障がい者手帳を
持っている人、妊産
婦、乳幼児の連れの人、対象者
の介添え者など
※車いすを利用する人は、介添え
者と一緒に乗車してください。
問合先　泉大津市福祉政策課
　　　　☎0725（33）1131



お
知
ら
せ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
令
和
6
年
度
固
定
資
産
課
税
台
帳
が
税

務
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
閲
覧
す
る
場
合

に
は
、
納
税
通
知
書
や
運
転
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
を
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

な
お
、
代
理
人
等
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
委

任
状
等
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
有
者
、
納
税
義
務
者
及
び
こ

れ
ら
の
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
に
加
え

て
、
借
地
借
家
人
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の

使
用
ま
た
は
収
益
の
対
象
と
な
る
部
分
に

限
り
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
借
地
借
家
人

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
証
す
る
書

類
（
賃
貸
借
契
約
書
等
）
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

介
護
保
険
料 

仮
徴
収
額
通
知
書
を
送
付

　
令
和
6
年
度
の
年
間
介
護
保
険
料
は
、

令
和
5
年
中
の
所
得
確
定
後
の
７
月
に
決

定
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
令
和
4
年

中
の
所
得
を
も
と
に
算
出
し
た
仮
徴
収

（
暫
定
賦
課
）の
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

▼
特
別
徴
収

　
老
齢
・
退
職
・
遺
族
・
障
害
年
金
を
月

額
１
万
５
千
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
第

１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）
の
方
は
、

年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

仮
徴
収
期
間
（
４
月
・
６
月
・
８
月
）
の

月
割
保
険
料
は
、
本
年
２
月
に
引
き
落
と

さ
れ
た
保
険
料
と
同
額
を
徴
収
し
ま
す
。

10
月
以
降
の
保
険
料
は
、
７
月
に
決
定
さ

れ
る
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
期
間
に
徴

収
す
る
保
険
料
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り
、

10
月
〜
翌
年
２
月
の
間
に
徴
収
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
の
仮
徴
収
額
通
知
書
は
送

付
し
ま
せ
ん
。

▼
普
通
徴
収

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
、
納
付
書
や
口

座
振
替
等
で
納
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。

　
仮
徴
収
期
間
の
月
額
保
険
料
は
、
前
年

度
の
保
険
料
を
も
と
に
暫
定
賦
課
し
て
お

り
、
７
月
に
年
間
保
険
料
を
決
定
し
、
仮

徴
収
期
間
の
保
険
料
を
差
し
引
い
た
額
を

７
月
〜
翌
年
３
月
の
本
徴
収
期
間
で
徴
収

し
ま
す
。

問
合
先　
介
護
保
険
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
２
９

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税

対　　象段階

1

2

3

4

5

6

7

生活保護受給者の方、老齢福
祉年金受給者で世帯全員が市
民税非課税の方、世帯全員が
市民税非課税で本人の前年の
世帯全員が市民税非課税で本
人の前年の合計所得金額＋課
世帯全員が市民税非課税で第
1段階、第 2段階以外の方
世帯に市民税課税者がおり、本
人が市民税非課税で前年の合
世帯に市民税課税者がおり、
本人が市民税非課税で第 4段
本人が市民税課税で前年の合
計所得金額が 120万円未満の
本人が市民税課税で前年の合
計所得金額が 120万円以上、

　保険料額は、3 年に 1 度、サービスの利用実績や、人口推計等により見直しを行います。今回は国
の指針に沿って、第 11～ 13 段階の所得段階が新設され、第 1～ 3 段階の方の保険料額の引き下げ
を行いました。その他の段階の保険料額については、変更はありません。今後も保険料納付にご理解
とご協力をお願いします。

　保険料額は、3 年に 1 度、サービスの利用実績や、人口推計等により見直しを行います。今回は国
の指針に沿って、第 11～ 13 段階の所得段階が新設され、第 1～ 3 段階の方の保険料額の引き下げ
を行いました。その他の段階の保険料額については、変更はありません。今後も保険料納付にご理解
とご協力をお願いします。

対　　象 保険料の年額段階

1

2

3

4

5

6

7

・生活保護を受けている人または、住民税非課税
　世帯の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、本人の「合計所得
　金額＋課税年金収入額」が 80万円以下の人

世帯全員が住民税非課税で、本人の「合計所得金額＋
課税年金収入額」が 80万円超、120万円以下の人
世帯全員が住民税非課税で、第 1 段階、
第 2段階以外の人
本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、
本人の「合計所得金額＋課税年金収入額」が 80万円以下の人

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課
税者がいる場合）で、第 4段階以外の人

本人が住民税課税で、合計所得金額が
120万円未満の人
本人が住民税課税で、合計所得金額が
120万円以上 210万円未満の人

20,980 円

28,350 円

50,440 円

66,270 円

73,640 円

88,360 円

95,730 円

対　　象 保険料の年額段階

1 20,980 円

対　　象 保険料の年額段階

8

9

10

本人が住民税課税で、合計所得金額が
320万円以上 400万円未満の人

本人が住民税課税で、合計所得金額が
210万円以上 320万円未満の人

本人が住民税課税で、合計所得金額が
400万円以上 520万円未満の人

128,870 円

110,460 円

147,280 円

1 20,980 円
11

12

13

本人が住民税課税で、合計所得金額が
620万円以上 720万円未満の人

本人が住民税課税で、合計所得金額が
520万円以上 620万円未満の人

本人が住民税課税で合計所得金額が
720万円以上の人

169,370 円

154,640 円

176,730 円

65 歳以上の方へ 介護保険料の見直し

問合先　介護保険課☎（275）6329

(新設 )

( 新設 )

( 新設 )
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後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

国
民
年
金

国
民
健
康
保
険

各
種

税
庭
用
剪
定
枝
粉
砕
機
を
無
料
貸
出

　
家
庭
の
庭
木
剪
定
で
発
生
す
る
枝
葉
を

粉
砕
す
る
剪
定
枝
粉
砕
機
を
無
料
で
貸
出

し
ま
す
。
処
理
し
た
枝
葉
の
チ
ッ
プ
は
可

燃
ゴ
ミ
と
し
て
搬
出
せ
ず
に
、
た
い
肥
や

植
え
込
み
樹
木
根
元
の
雑
草
抑
止
・
土
の

乾
燥
予
防
等
の
用
途
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

カ
ラ
ス
に
よ
る
ご
み
の
被
害
を
防
ぐ

た
め
に

　
カ
ラ
ス
に
よ
る
ご
み
の
散
乱
被
害
を
防

ぐ
た
め
に
、
生
ご
み
を
減
ら
す
、
防
鳥
ネ

ッ
ト
や
ご
み
箱
を
使
う
等
の
対
策
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

普
通
ご
み
処
理
券
を
上
手
に
使
う
た

め
に

　
毎
回
使
用
す
る
ご
み
袋
を
45
リ
ッ
ト
ル

か
ら
30
リ
ッ
ト
ル
に
す
る
な
ど
普
段
使
う

袋
よ
り
も
1
つ
小
さ
い
サ
イ
ズ
と
な
る
よ

う
工
夫
す
る
こ
と
で
、
1
年
間
で
普
通
ご

み
処
理
券
約
１
０
０
枚
の
節
約
と
な
り
ま

す
。
ご
み
の
量
に
合
っ
た
大
き
さ
の
袋
を

使
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飼
犬
登
録
と
狂
犬
病
の
予
防
注
射

　
飼
犬
は
生
後
３
か
月
を
過
ぎ
る
と
、
生

涯
１
度
の
飼
犬
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病

の
予
防
注
射
が
必
要
で
す
。
予
防
接
種
は

お
近
く
の
動
物
病
院
ま
た
は
市
が
実
施
す

る
集
合
注
射
（
4
月
16
日
、
18
日
）
で
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意
を
！

見
か
け
た
ら
…
素
手
で
捕
ま
え
た
り
、
触

っ
た
り
し
な
い
で
駆
除
す
る
。

駆
除
の
方
法
…
ク
モ
は
踏
み
つ
ぶ
す
か
市

販
の
殺
虫
ス
プ
レ
ー
（
ク
モ
用
ま
た
は
ゴ

キ
ブ
リ
用
）
を
噴
霧
す
る
。
卵
の
う
は
、

踏
み
つ
ぶ
す
か
焼
却
す
る
。

も
し
、
か
ま
れ
た
ら
…
患
部
を
流
水
で
よ

く
洗
い
、
早
く
病
院
で
治
療
す
る
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
か
ん
だ
ク
モ
は
殺
し
て
、
病

院
に
持
っ
て
い
く
。

む
や
み
に
野
良
猫
に
エ
サ
を
あ
た
え

る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
時
間
や
場
所
を
限
定
せ
ず
に
む
や
み
に

エ
サ
を
与
え
、
片
付
け
や
フ
ン
等
の
始
末

を
行
な
わ
な
い
と
、
フ
ン
や
尿
、
鳴
き
声

で
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
避
妊
去
勢
手
術
を
受
け
て
い
な
い

猫
に
エ
サ
を
与
え
る
こ
と
は
、
野
良
猫
の

繁
殖
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
エ
サ
や
り
が
周
囲
の
迷
惑
に
な
ら
な

い
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

さ
く
ら
ね
こ
T
N
R
活
動

　
本
市
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
と

連
携
し
、
さ
く
ら
ね
こ
T
N
R
活
動
に

参
画
し
て
い
ま
す
。「
さ
く
ら
ね
こ
」と
は
、

不
妊
去
勢
手
術
実
施
済
み
の
目
印
と
し
て

耳
先
を
桜
の
花
び
ら
の
形
に
カ
ッ
ト
さ
れ

た
猫
の
こ
と
で
す
。

　

T
N
R
活
動
で
は
、
一
定
の
ル
ー
ル

の
も
と
エ
サ
や
り
や
ト
イ
レ
の
始
末
等
が

行
わ
れ
、
一
代
限
り
の
命
を
全
う
さ
せ
る

こ
と
で
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
関
す
る

苦
情
等
を
減
ら
す
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
地
域
の
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す
。

「
飼
い
犬
登
録
と
狂
犬
病
の

　
　  

　 予
防
注
射
の
詳
細
」

こ
ち
ら
か
ら 

▼

　
問
合
先
の
記
載
の
な
い

も
の
は
、
環
境
政
策
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
４
月
以
降
電
話
番
号
を
☎（
275
）

６
８
３
４
に
変
更
し
て
お
り
ま
す
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。



お
知
ら
せ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

「
デ
ー
ト
D
V
」
と
は
、
交
際
相
手

と
の
間
で
起
こ
る
暴
力
で
す
。
殴
る
、

蹴
る
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、
怒
鳴
る
、

脅
す
、
交
友
関
係
を
細
か
く
チ
ェ
ッ

ク
し
行
動
を
制
限
す
る
な
ど
、
相
手

を
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
支
配
し
よ

う
と
す
る
行
為
も
「
デ
ー
ト
D
V
」

で
す
。

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
の
例

【
身
体
的
な
暴
力
】

　

手
や
物
で
叩
く
・
殴
る
、
蹴
る
、

首
を
絞
め
る
、
突
き
飛
ば
す
、
物
を

投
げ
つ
け
る
等

【
精
神
的
な
暴
力
（
モ
ラ
ハ
ラ
）
】

　

暴
言
を
吐
く
、
怒
鳴
る
、
脅
す
、

ば
か
に
す
る
、
無
視
す
る
、
大
切
に

し
て
い
る
も
の
を
壊
し
た
り
捨
て
た

り
す
る
等

【
経
済
的
な
暴
力
】

　

デ
ー
ト
代
を
い
つ
も
払
わ
せ
る
、

借
り
た
お
金
を
返
さ
な
い
、
働
く
こ

と
を
邪
魔
し
た
り
仕
事
を
や
め
さ
せ

た
り
す
る
等

【
社
会
的
な
暴
力
】

　

友
人
と
の
付
き
合
い
を
制
限
す
る
、

い
つ
誰
と
ど
こ
に
い
る
か
常
に
報
告

さ
せ
る
、
携
帯
電
話
や
メ
ー
ル
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
、
服
装
や
行
動
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
、
頻
繁
に
連
絡
し
す
ぐ
に

返
信
が
な
い
と
怒
る
、
自
分
の
予
定

に
合
わ
せ
る
よ
う
強
要
す
る
、
激
し

い
嫉
妬
等

【
性
的
な
暴
力
】

　

同
意
の
無
い
性
的
行
為
を
強
要
す

る
、
避
妊
を
し
な
い
、
中
絶
を
強
要

す
る
、
裸
の
写
真
を
撮
る
・
S
N
S

で
流
す
（
と
脅
す
）
、
無
理
や
り
ポ

ル
ノ
な
ど
を
見
せ
る
等

　

暴
力
の
加
害
者
に
も
被
害
者
に
も

な
ら
な
い
対
等
な
関
係
を
作
っ
て
い

く
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

『
暴
力
を
認
め
な
い
』

　

ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
い
と
い
う
理
由

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
暴
力
に
よ
ら
な

い
解
決
方
法
が
あ
る
は
ず
で
す
。

『
自
分
の
こ
と
を
大
切
に
す
る
』

　

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
一
人

ひ
と
り
大
切
に
さ
れ
る
べ
き
存
在
で

す
。
あ
な
た
は
、
自
分
の
こ
と
は
自

分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

い
や
な
こ
と
に
は
「
N
O
」
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
自
分
の
気

持
ち
、
自
分
の
体
を
大
切
に
す
る
気

持
ち
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

『
相
手
の
こ
と
も
大
切
に
す
る
』

　

自
分
の
こ
と
を
大
切
に
思
う
気
持

ち
と
同
じ
よ
う
に
、
相
手
へ
の
思
い

や
り
の
心
、
相
手
を
大
切
に
す
る
心

を
常
に
持
つ
こ
と
も
大
事
で
す
。
相

手
の
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
ょ
う
。
自

分
の
意
見
や
考
え
を
押
し
つ
け
ず
、

相
手
が
自
分
と
異
な
る
意
見
や
考
え

を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
ず
は

そ
う
い
っ
た
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
、
受
け
入
れ
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
自
分
は
ど
う
思
う
の
か
、

相
手
に
言
葉
で
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　　

今
年
２
月
に
高
南
中
学
校
で
「
デ

ー
ト
D
V
」
の
講
座
を
実
施
し
ま
し

た
。
寸
劇
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
先

生
方
か
ら

は
、
よ
り

い
っ
そ
う

理
解
が
深

ま
っ
た
と

感
想
を
い

た
だ
き
ま

し
た
。

　

デ
ー
ト
D
V
は
、
「
一
人
で
」

「
自
分
た
ち
だ
け
で
」
解
決
す
る
こ

と
が
と
て
も
難
し
い
問
題
で
す
。
も

し
自
分
が
デ
ー
ト
D
V
の
被
害
に
あ

っ
た
ら
、
反
対
に
大
切
な
人
を
傷
つ

け
て
悩
ん
で
い
た
ら
、
な
る
べ
く
早

く
、
信
頼
で
き
る
人
に
相
談
し
ま
し

ょ
う
。

人
権
・
生
活
相
談
課

�
☎
（
275
）
６
２
７
９　

～若年層の恋人同士の間で起こる暴力～

デートDV

スポラたかいしの温水プールが 4月 2日から

料金　1時間：大人（高校生以上）270円、小・中学生 130円　　
　　　※小学 4年生以下は保護者の同伴が必要です。
　　　定期券：大人（高校生以上）　1か月　5,500 円
　　　※定期券では温水プール及び健康増進ルームをご利用頂けます。

問合先　スポラたかいし☎（267）1223

リニューアルオープンリニューアルオープン
水泳教室も
再開


